第５回　にしごうCMコンテスト　作品募集要項
　
１、目的
　西郷村の魅力をPRする15秒のCMを募集します。応募作品のうちグランプリ作品については、ＫＦＢ・東邦銀行　第25回ふくしまふるさとＣＭ大賞へ西郷村作品として出品し、またグランプリ作品やそれ以外の応募作品については村のホームページやSNS等で紹介し、村のPRを図ります。

２、概要
　（１）応募作品内容
　　　　西郷村の元気や活力、魅力をＰＲできる内容のオリジナル作品
（テーマ設定は自由）
　
　（２）作品応募条件
　・映像の長さ：15秒（ただし音声は14秒）
　・画角は横型とします。
　・作品タイトルは25字以内としてください。
　・村内、村外在住については問わず、団体、個人のどちらでも応募ができます。
　　　　・使用する映像や画像は村内で撮影した映像に限ります。ただし、撮影時期については問いません。
　　　　・作品には音声を入れてください。
　　　　・他のコンテストに入賞した作品や応募中の作品は無効とします。
　
　　（３）申込書・作品提出について
　　　　　事前に申込書を期限までにご提出の上、映像作品をご提出ください。
●申込書提出期限　　　6月３０日（火）
●作品提出期限　　　　７月　 ３日（金）
　　　　
３、作品提出方法
　　・映像を保存したＤＶＤ等を持参または郵送にてご提出ください。
　　・応募は１人（団体）１点までとします。（複数応募の場合、村の審査にて決定）
　　・提出先：西郷村役場企画財政課（総合庁舎2階）
　　　　　　　　　住所：西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地
４、賞
　　○グランプリ　　１点　５万円相当の商品券（※）
　　　　　　　　　　　「KFB・東邦銀行 第25回 ふくしまふるさとCM大賞」に、西郷村代表作品としてエントリーします。

　　○特別賞　　　１点　２万円相当の商品券（※）

　　　　　　　　　　　※村の補助金等を受けている団体・個人を除きます。

５、審査
　　　令和8年７月中旬
　　　　入賞者に結果を通知するほか、ホームページ等で公表します。
　　　審査員：西郷村長　ほか３名

6、「KFB・東邦銀行 第25回 ふくしまふるさとCM大賞」に出品する作品について
　　出品した作品が、ＣＭ大賞で受賞されると福島放送などで放送されます。
	〇ＣＭ大賞
	1作品
	120回

	〇福島県知事賞
	1作品
	50回

	〇東邦銀行賞　
	1作品
	50回

	〇特別賞
	3作品
	30回

	〇視聴者賞
	1作品
	30回

	〇参加賞
	すべての作品
	15回


　　
7、注意事項等
・応募作品に使用される著作物、肖像については、応募者本人が著作権を有するもの、または著作物等の権利保有者から事前に使用承諾を得たものとします。
映像に人物が映っている場合は、応募前までに本人に承諾を得るなど、肖像権を侵害
することがないよう、応募者本人の責任で確認してください。
・ＢＧＭを使用する場合は、市販されているＣＤ等に著作権が設けられていますので、許可なく利用することができません。使用料が発生しますので、オリジナルソングや著作権フリーのＣＤ等をご使用ください。
・応募作品に関して法律上の問題が生じた場合、応募者の責任及び負担において解決するものとします。
・応募作品の著作者は応募者に帰属しますが、村がＰＲを目的に使用することを承諾していただきます。村のホームページやＳＮＳに掲載、総合庁舎１階サイネージ等で適時上映します。
・応募作品は返却しません。また応募にかかる費用はすべて応募者の負担となります。
・公序良俗に反する映像、特定企業・商品等の宣伝となる映像、その他主催側で不適と判断した場合には失格となる場合があります。






























第５回　にしごうCMコンテスト
作品募集申込書
	
参加者氏名
または
団体名

	



※団体の場合、代表者名もご記入ください

	住　所
	〒



	連絡先
	　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－

	作品名
	



	


作品の趣旨
	















【備考】
申込書提出期限：令和８年６月３０日（火）
提出先：西郷村役場企画財政課
　　　　　　　〒961-8501　福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地
　　　　　　　　E-MAIL:　koho@vill.nishigo.lg.jp
　　　　
※申込書を提出の上、作品は７月３日（金）までにご提出ください。
